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K23.MM.28.2025.1205　8校　表　佐倉市役所様　市民税・県民税申告書　❶ ❷

【税額控除に必要な書類】

配当割額・株式等譲渡所得割額控除 … 特定口座年間取引報告書、配当の支払通知書等

寄　附　金　税　額　控　除 … 寄附金の受領証明書や領収書等

り災証明書、被害を受けた資産・取得時期・取得価格等のわかるもの、災害関

連支出の金額の領収書、保険等で補てんされた金額のわかるもの等

医療費控除の明細書（明細書は次の事項を記載：医療費の額・診察等を受け

た者の氏名・診察等を行った病院等の名称又は氏名・保険等で補てんされた金額）

セルフメディケーション税制の明細書（明細書は次の事項を記載：当該医薬品

購入費の額・当該医薬品の販売を行った者の氏名又は名称・当該医薬品の名称・

保険等で補てんされた金額）

国民健康保険税（料）、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料

などの領収書や控除証明書等

小規模企業共済掛金及び心身障害者扶養共済掛金の額を証明する領収書や証明書

生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書

学生証等

障害者手帳、療育手帳、障害者控除等対象者認定書等

親族関係書類…扶養している親族との関係がわかるもの（戸籍謄本・出生証明

書等）

送金関係書類…外国送金依頼書の控え等

親族関係書類…扶養している親族との関係がわかるもの（戸籍謄本・出生証明

書等）

送金関係書類…外国送金依頼書の控え等

※国外居住親族が30歳以上70歳未満の場合は、下記（１）から（３）の区分に応じ、該当する書類も
加えて必要です。

（１）留学により国内に住所および居所を有しなくなった者…留学ビザ等書類

（２）障害者…障害者手帳等

（３）申告者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者…
38万円以上の送金関係書類

雑 損 控 除

医 療 費 控 除

セルフメディケーション税制
（医 療 費 控 除 の 特 例）

社 会 保 険 料 控 除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料・地震保険料控除

勤 労 学 生 控 除

障 害 者 控 除

国外居住の親族に関する
配偶者控除・配偶者特別控除

国外居住の親族に関する
扶養控除・年少扶養控除

申告に必要なもの
 (添付書類は申告書に貼らずに提出してください。) 

　市民税・県民税申告書は、窓口や郵送のほか、マイナポータルを利用して電子

申告により提出していただけます。

以下の❶〜❸に該当する書類を添付し、申告書とあわせてご提出ください。

❶本人確認書類（番号確認と身元確認）

　※本人確認書類は窓口での申告書提出の場合

　　のみ、「提示｣ で受付が可能です。

　　郵送の場合はコピーを同封してください。

【個人番号カード（マイナンバーカード）をお持ちの方】

個人番号カードの表面で身元確

認、裏面で番号確認ができます。

【個人番号カード（マイナンバーカード）をお持ちでない方】

（A+B が必要です。いずれも一つずつご用意ください。）

Ａ≪番号確認書類≫

※申告者の個人番号を確認できる書類
　 ・通知カード・個人番号が記載された住民票の写し

Ｂ≪身元確認書類≫

※記載した個人番号の持ち主であることを確認できる書類
　 ・運転免許証・パスポート・国民年金手帳 等

❷令和７年中の収入や経費のわかる書類、領収書など(給与収入・公的年金等の収入の方は、源泉徴収票）

❸各種控除を受ける方は、控除を受けるために必要な書類

※ただし源泉徴収票に記載のあるものは不要です。

【所得控除に必要な書類】

非課税 メモ欄

令和８年度（令和７年中所得）　　市民税・県民税申告書

※グレーの部分は記入しないでください。

現住所
確認番号

生年月日 電話番号

代理人

個人番号（マイナンバー）
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利 子

配 当
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そ の 他

短 期

長 期

雑

事

業１

収

入

金
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等

２

所

得

金

額

等

４

　所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

総
合
譲
渡

一 時

土地・株式・先物・山林

寡婦・ひとり親控除

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

営 業 等

公的年金等

農 業

不 動 産

利 子

配 当

給 与

合 計

業 務

そ の 他
雑

事

業

総合譲渡・一時

土地・株式・先物・山林

営 業 等

合計（⑦＋⑧＋⑨）

公的年金等

農 業

勤労学生・障害者控除

小規模企業共済等
掛 金 控 除

配 偶 者 控 除

配偶者特別控除

扶 養 控 除

特定親族特別控除

基 礎 控 除

雑 損 控 除

医 療 費 控 除

控 除 合 計

３ 　 所 得 か ら 差 し 引 か れ る 金 額 に 関 す る 事 項

⑭
小規模企業
共済等掛金控除

㉑㉒
配偶者控除・
配偶者特別
控除・同一
生計配偶者

⑯
地震保険料
控 除

⑲
勤労学生控除

⑱ ひとり親
控 除

生年
月日

生 年

月 日

明・大・昭・平

年　　月　　日

明・大・昭・平

年　　月　　日

⑬
社会保険料

控 除

⑳
障害者控除

㉓㉔
扶養控除・
特定親族特別
控除

⑰
寡 婦 控 除

⑮
生命保険料

控 除

円

円

円

円
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（学校名）

円

円

円

円

円

円

円

円
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円

円

1 死別 ・ 3 生死不明

2 離別 ・ 4 未帰還

氏名
手帳などの
等級

身体・精神・療育 障害の程度 普通・特別

普通・特別障害の程度

配偶者の合計所得金額

身体・精神・療育

同一生計配偶者
（控除対象配偶者を除く。）

手帳などの
等級

氏名

氏名

氏名

個人番号

※別居の扶養親族
等がいる場合に
は、うら面 [11]
もご記入くださ
い。

※扶養控除等を申告

しない場合、㉓㉔
扶養控除等の欄に

は、記入しないでく

ださい。

（平成 22 年

1 月 1 日以

前に生まれ

た方）

㉙
年少扶養

控除

㉗
医療費

控除

配当割額・株式等譲渡所得割額

寄附金税額控除

※別居の年少扶養
親族等がいる場
合には、うら面
[11] もご記入く
ださい。

※年少扶養控除を申

告しない場合、㉙
年少扶養控除の欄

には、記入しないで

ください。

※医療費控除・セルフメディケーション税制（医療費

控除の特例）は、どちらか一方のみ申告できます。

※セルフメディケーション税制を選択される方は右に

○をしてください。

（平成 22 年

1 月 2 日以

降に生まれ

た方）
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月日

平成・令和

年　　月　　日
氏名

個人番号

該
当
に
○
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非同居

国外

続柄

生年

月日

平成・令和

年　　月　　日
氏名

個人番号

該
当
に
○

同居

非同居

国外

続柄

生年

月日

平成・令和

年　　月　　日
氏名

個人番号

配当割額 株式等譲渡所得割額

佐倉市条例分千葉県条例分
住所地の共同募金会・日赤支部分・
都道府県・市町村分（特例控除対象外）

都道府県・市町村分
（特例控除対象）

該
当
に
○

同居

非同居

国外

支払った金額 特例なら○保険金などで補てんされる金額

続柄

合計所得金額

合計所得金額

合計所得金額

損害の原因

損害金額

損害年月日

損害を受けた資産の種類

給与から差引き　・　自分で納付

差引損失額のうち災害関連支出の金額

保険金などで補てんされる金額

年 月 日
円 円

円 円

円円円円

５　給与所得及び公的年金等に係る所得
　　以外の市民税・県民税の納税方法

給与・年金から引かれた金額 国民健康保険料（税）

国民年金保険料介護保険料

支払掛金

該当の番号を記載

後期高齢者医療保険料

その他（任意継続等）

新生命保険料

旧生命保険料

地震保険料控除の計 旧長期損害保険料の計

旧個人年金保険料

新個人年金保険料 介護医療保険料

※社会保険料は各項目で重複のないようご記入下さい。

※申告者以外の方は年金・給与から天引されている
社会保険料は、控除できません。

※生命保険料は各

種別の合計額を

お書きください。
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令和８年度からの市民税・県民税の主な改正について

■給与所得控除の見直し

　給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円

（改正前：55万円）となりました。

　よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引

いた額が給与所得となります。（給与収入が190万円を超える場合の給与所

得控除額は変更ありません。）

■特定親族特別控除の創設

　従来より納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族

がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、

住民税は45万円を控除することとされていましたが、合計所得金額が58万

円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が

受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減（徐々に減少）し

ていく仕組みで新たに設けられます。

※詳細は下表のとおり

※上記の改正内容は令和７年１月１日から１２月３１日までの収入を基礎

とする令和８年度の市民税・県民税から適用されます。

■各種控除における所得要件等の引き上げ

種　類

特定親族の合計所得金額 控　除　額

同一生計配偶者及び扶養親族

の合計所得金額

ひとり親の生計を一にする

子の総所得金額等の合計額

勤労学生の合計所得金額

家内労働の特例における

必要経費の最低保証額

58万円超95万円以下

95万円超100万円以下

100万円超105万円以下

105万円超110万円以下

110万円超115万円以下

115万円超120万円以下

120万円超123万円以下

45万円

41万円

31万円

21万円

11万円

６万円

３万円

合和８年度市民税・
県民税

合計所得金額：58万円

総所得金額等：58万円

合計所得金額：85万円

65万円

〜令和７年度市民税・
県民税

合計所得金額：48万円

総所得金額等：48万円

合計所得金額：75万円

55万円
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